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国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
・
介
護
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、

所
得
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
世
帯
全
員
の
所

得
の
申
告
が
必
要
で
す
。
申
告
を
し
て
い

な
い
と
、

▼
保
険
税（
料
）の
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
。

▼�

高
額
療
養
費
な
ど
の
算
定
時
に
、
自
己

負
担
限
度
額
分
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
。

▼
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
な
い
。

な
ど
の
不
都
合
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

住
民
税
の
申
告
は
、
税
務
課
・
各
総
合

支
所
・
出
張
所
で
お
早
め
に
済
ま
さ
れ
ま

す
よ
う
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
収
入
が
公
的
年
金
（
国
民
年
金

等
）
ま
た
は
給
与
の
み
の
方
は
、
申
告
を

し
な
く
て
も
よ
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
不
明
な
点
等
あ
り
ま
し
た
ら
、
税

務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
申
告
に
必
要
な
も
の

⑴�

令
和
３
年
中
の
所
得
・
控
除
額
が
わ
か

る
も
の
（
源
泉
徴
収
票
・
生
命
保
険
の

払
込
証
明
書
等
）

⑵
本
人
確
認
書
類

�

・�

１
枚
の
提
示
で
よ
い
も
の
（
顔
写
真
付

き
）
…
運
転
免
許
証
等

�

・�

２
枚
以
上
の
提
示
が
必
要
な
も
の

　

…
被
保
険
者
証
等

　

軽
自
動
車
の
燃
費
性
能
等
に

応
じ
て
、
購
入
し
た
翌
年
度
分

の
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
が

軽
減
さ
れ
る
特
例
（
グ
リ
ー
ン

化
特
例
）
の
適
応
対
象
が
見
直

さ
れ
ま
し
た
。

国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険に加入している方へ
所得の申告は済みましたか？

税務課からのお知らせ

軽自動車税のグリーン化特例（軽課）の見直しについて

問い合わせ　税務課 課税第１班　☎ 0820（74）1008

　

勤
務
先
の
倒
産
や
解
雇
等
に
よ
り
離
職
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
方
は
、
失
業
（
離
職
）
か
ら
一
定
の

期
間
、
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。（
軽

減
に
は
申
請
が
必
要
で
す
）

■
対
象
者
（
次
の
全
て
に
あ
て
は
ま
る
方
）

⑴�

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
年
月
日
が
、

平
成
29
年
３
月
31
日
以
降
で
あ
る
こ
と

⑵
離
職
日
に
お
い
て
、
65
歳
未
満
で
あ
る
こ
と

⑶�

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
「
離
職
理
由
コ
ー

ド
」
が
「
11
・
12
・
22
・
23
・
31
・
32
・
33
・

34
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

■
適
用
さ
れ
る
期
間

　

離
職
日
の
翌
日
か
ら
、
翌
年
度
末
ま
で
と
な
り

ま
す
。（
※
再
就
職
し
て
国
民
健
康
保
険
以
外
に

加
入
す
る
場
合
は
、
そ
の
時
点
ま
で
と
な
り
ま
す
）�

■
軽
減
の
算
定
方
法

　

対
象
者
の
前
年
所
得
の
う
ち
、
給
与
所
得
を

３
０
／
１
０
０
と
し
て
算
定
し
ま
す
。（
給
与
以

外
の
所
得
、
対
象
者
以
外
の
被
保
険
者
の
所
得
、

対
象
期
間
外
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
１
０
０
／

１
０
０
と
し
て
算
定
し
ま
す
。）

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　

⑴
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
⑵
対
象
者
の
個

人
番
号
が
わ
か
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

等
）、
⑶
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
等
）

■
申
請
場
所　

税
務
課
、
各
総
合
支
所
・
出
張
所

非自発的失業者の方は国民健康保険税が軽減されます

グリーン化特例（軽課）による軽自動車税（種別割）の軽減割合 ※

車両・用途 区分 軽減率

すべて 電気自動車、天然ガス自動車（一部を除く） 75％軽減

乗用・営業用 ★★★★かつ 2030 年度基準 90％達成 50％軽減

乗用・営業用 ★★★★かつ 2030 年度基準 70％達成 25％軽減

乗用・自家用 適応対象外（75％軽減対象車を除く）

貨物用 適応対象外（75％軽減対象車を除く）

※令和３年４月から令和５年３月までに購入した場合


